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諮  問  書 

 

 

 公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66 号）第 29 条第

２号の規定に基づき、別紙中央労働委員会行政文書管理規則の一部を

改正する訓令案について、諮問します。 

 



中央労働委員会訓第 号

中央労働委員会行政文書管理規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年 月 日

中央労働委員会会長 菅野 和夫

中央労働委員会行政文書管理規則の一部を改正する訓令

中央労働委員会行政文書管理規則（平成２３年中央労働委員会訓第２号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第六号中「特定独立行政法人等審査官」を「特定独立行政法人審査官」に改める。

附則第２号の見出しを「（中央労働委員会文書管理規程の廃止）」に改め、同号中「中

央労働委員会文書管理規則（平成２３年中央労働委員会訓第２号）の施行により、中央労

働委員会文書取扱規程」を「中央労働委員会文書管理規程」に改める。

附則第３号中「中央労働委員会文書管理規則（平成２３年中央労働委員会訓第２号）」

を「中央労働委員会行政文書管理規則（平成２３年中央労働委員会訓第２号）」」に改め

る。

附 則

（施行期日）

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。
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